
Ⅰ 組織の使命

令和８年度(2026年度)恵山支所運営方針

恵山支所は，恵山地域の住民の皆さまに最も身近な行政窓口として，住民生活の維持・向上や産業振興および

これによる地域の活性化，防災に関する業務などを担っています。

恵山支所のミッション（使命）は，地域住民との協働により安全かつ安心して暮らすことができ，地域の特性

や資源を最大限有効に活用して活力ある地域を実現することです。

このため，恵山支所では，多様なニーズの的確な把握に努めるとともに，社会的な情勢や要請を踏まえながら，

以下の基本方針に基づき，効率的な行政サービスの提供に努めてまいります。

１ 安全・安心に暮らせる地域づくりを進めます。

２ 地域を支える産業の振興に努め，地域の活性化を図ります。

Ⅱ 組織の基本方針

Ⅲ 主要施策・事務事業

(1) 住民主体の地域づくりへの支援

町内会をはじめとした住民自治組織などによる活性化に向けた主体的な地域活動を支援します。

また，住民との協働による地域づくりを実現するため，住民自治組織など住民との対話により，日常的な

地域課題やニーズを把握し，関係機関と連携しながら，解決に努めます。

１ 安全・安心に暮らせる地域づくり

(2) 防災体制の強化・充実

町内会の協力のもと，自主防災組織や避難所地域協力員の設置などを促して地域の防災体制の強化に努め

るとともに，関係機関と連携して活火山恵山など地域特性に対応した体制づくりおよび対策の取り組みを進

めます。

(3) 災害予防対策の推進

治山事業や道道元村恵山線の改良整備，河川の掘削工事について，着実に実施されるよう，要請活動や現

地対応に努めます。

(1) 水産業の振興

地域の基幹産業である水産業の振興のため，関係機関や関係部局と連携して，天然コンブの資源回復や養

殖コンブの種苗生産を促進するなど，資源増大・有効利用対策に取り組むほか，生産基盤施設となる漁港お

よび漁場等の改良整備を促進します。

２ 地域を支える産業の振興および地域の活性化

(2) 観光の振興

恵山の積極的なＰＲや発信を行い観光客の誘致に努めるとともに，東部地域の観光コンテンツ造成や観光

資源の発掘，施設の機能拡充について，関係機関や関係部局と連携して検討を進めます。

(3) 道の駅なとわ・えさんを中心とした地域活性化策について

道の駅「なとわ・えさん」周辺の観光・レジャーの拠点化を図り，管内および近隣の活性化を図るため，

地域住民や指定管理者と連携しながら，地域の賑わいの創出に努めます。
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